
食の安心・安全行動計画（第３次）の概要 

○  背  景 ○  計画の基本的事項 

策定の趣旨 
第１次、第２次行動計画の成果を踏まえ、原子力発電所事故に伴う食品の放射性物質への不安、牛肉等の生食に伴う食中毒など、
新たな課題に対応し、さらに食の安心・安全確保に向けて着実な対策を実施する。 

基本的な 
考え方 

１ 放射性物質に対する食品安全管理体制の強化 
２ 食の信頼感向上に向けた情報提供の強化と府民参画の拡大 
３ 監視・指導・検査の強化 
４ 安心・安全の基盤づくり 

位置づけ ○京都府食の安心・安全推進条例第５条に基づく計画 

期  間 ○平成２５年度～２７年度 

食をめぐる現状 

現計画（平成22～24年度）の進捗状況 

重点課題  情報提供の強化と府民参画の拡大で「食」の信頼感向上 

１ 原子力発電所事故に伴う食品の放射性物質への不安の発生 

・東日本大震災以前と比べて「食品の安全性への不安」が増えたとの回答が 

 26％（「食育に関する意識調査」内閣府 H23.12) 

  → 原子力発電所事故発生により、食品における放射性物質への不安が 

   生じている。では内閣府が平成23年12月に行った「食育に関する意識

調査」では 

２ 情報の氾濫と情報の取捨選択が困難なことが不安を拡大 

・食品の安全性に関する情報源 

   新聞（インターネット含む）74%   テレビ46% 

・情報に対する信頼度 

   新聞（インターネット含む）39%   テレビ18% 

・食品の安全についての不安度 

   「とても不安に感じる」「ある程度不安に感じる」 

              （「食品安全モニター調査」内閣府Ｈ22.8） 

 新聞・テレビなどで食品の安全性に関する様々な情報が氾濫している一方、

消費者が信頼できる情報を選択することが困難になっており、このことが消

費者の食の不安を拡大している。 

 

３ 生食用食肉による食中毒、食品表示偽装、輸入食品に係る事件等の発生 

・平成23年４月 飲食チェーン店で発生した食肉の生食による腸管出血性大 

 腸菌食中毒で5名の死亡。 

・食品の産地偽装等の不適正表示や賞味期限の改ざんが全国的に相次ぐ。 

   不適正表示に対するＪＡＳ法に基づく指示、公表件数 

   平成22年 71件   平成23年 38件 

・近年の中国産冷凍ぎょうざやいんげんへの農薬混入、乳製品へのメラミン 

 の混入、添加物の不適正使用、残留農薬の基準超過などの事案により、今 

 なお、消費者の輸入品に対する不安がある。 

【平成２３年度末現在の数値目標の達成状況】   
 ○全３９項目のうち100％以上達成３５項目（90％） 
① 相互理解と府民参画 

  ・リスクコミュニケーションの推進   （目標５回） 
      ２３年度５回：テーマ「放射性物質」、「牛肉の生食」等 
  ・消費者、生産者等との意見交換会 （目標４回） 

   ２３年度６回：食の安心・安全をテーマに府内各地で開催  
② 監視・指導の強化 

  ・食品等の流通段階における監視指導 
    （目標収去検体数：７５０検体、２３年度実績：７５０検体） 
 ・原産地表示等に係る指導・啓発   

      （目標：３００店舗、２３年度実績：３１７店舗） 
③ 安心･安全の基盤づくり 

  ・鶏卵・鶏肉のトレーサビリティシステムを取り入れた店舗数 
    （目標：５０店、２３年度実績：７６店） 
  ・食品衛生推進員又は食品衛生指導員による巡回指導 

       （目標：５，４００件、２３年度実績：５，４００件） 

○  取組の展開 

○庁内プロジェクトチームを設置し機動的に検査対応 
○流通食品の放射性物質検査                     （目標 ３００検体/年） 
○府内産農林水産物の放射性物質検査                （目標 ４００検体/年） 
○リスクコミュニケーション等で放射性物質に対する理解促進    （目標    １０回/年） 

取組の柱 

１ 放射性物質に対する食品安全管 
 理体制の強化【新規】 

主な取組と数値目標 

○ホームページの充実、内容・対象者に応じた府民目線に立ったきめ細かに情報提供【充実】 
○リスクコミュニケーション等の取組強化【充実】 
   リスクコミュニケーション、意見交換会、フォーラム等の開催  （目標    ３２回/年） 

○農と教育が一体となった体験型の食育を推進【新規】 
                     きょうと食農体験農場の登録数           （目標 累計２０農場） 
                       きょうと食いく先生の認定数               （目標 累計１００人） 

○府の施策、取組に反映させるための意見交換会開催等              （目標      ４回/年） 
○食品表示監視における府民（きょうと食の安心・安全協働サポーター）との連携等 

２ 食の信頼感向上に向けた情報 
 提供の強化と府民参画の拡大 
 【充実】 

○食品等の流通段階の監視・指導         収去検査検体数   （目標 ７５０件／年） 
○いわゆる健康食品の監視・指導（インターネットを含む。）     （目標  1,000件／年） 
○食品表示パトロールと科学的検査による監視強化【充実】         （目標  ３０検体/年） 
○食品表示関連法令所管課によるプロジェクトチームで連携強化し、府民・事業者にきめ細かく対応 
 

３ 監視・指導・検査の強化【充実】 

４ 安心・安全の基盤づくり【充実】 
○農業生産工程管理手法（ＧＡＰ）導入農家の拡大支援【充実】               （目標 累計１，５００戸） 
○食品衛生推進員等による巡回指導                                （目標 ５，７００件／年） 

○きょうと信頼食品登録制度においてワンランク上の品質管理プログラムへの挑戦を支援【新規】 
                   ワンランク上の品質管理プログラム作成             （目標    累計１０業種） 
                        ワンランク上の登録事業所数                        （目標 累計１０事業所） 
 

■数値目標を現行計画の３９項目から４８項目に２割増加（うち新規２１項目） 


